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 2025 年 11 月 21 日 

テラテクノロジー株式会社 

代表取締役 宮本 一成 

問合せ先： 管理部 03-5979-7173（代表） 

 

当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 

 

Ⅰ．コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 

１．基本的な考え方 

当社は、企業価値の最大化を図るために、すべてのステークホルダーに対する経営の透明性と健全性の

確保及び説明責任の明確化、並びに経営環境の変化に迅速に対応できる意思決定と事業遂行を実現する

ことに努めることとしております。また、コンプライアンス（法令遵守）につきましては、経営陣のみ

ならず従業員全員がその重要性を十分に認識し、実践することが重要であると考えております。 

 

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】 

【補充原則１－２④ 株主総会における権利行使】 

当社は、議決権の電子行使及び招集通知の英訳は行っておりません。なお、今後については、機関投資

家や外国人株主の持株比率の推移等を見極めつつ、費用対効果も勘案のうえ議決権の電子的行使及び招

集通知の英訳の実施を検討してまいります。 

 

【補充原則２－４① 女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保】 

当社は、従業員の採用及び管理職への登用等について、年齢、性別、国籍、採用形態の区別をしておら

ず、様々な経験・技能・属性を有する人材が活躍しております。当社は、時代の変化を見極め、迅速か

つ的確に対応することができる人材の創出を目指しており、年齢、性別、国籍、採用形態を問わず優秀

な人材の確保・育成につとめております。なお、事業内容として年齢、性別、国籍、採用形態による技

能の差が認められないことから、採用や管理職への登用等の人材戦略としては適材適所を重視して、女

性、外国人、中途採用といった特定の区分による測定可能な目標を設定しておりません。 

 

【補充原則３－１② 情報開示の充実】 

英語での情報の開示・提供は、外国人株主の持株比率や株主・投資家の皆様のご意見を踏まえ、必要に

応じて対応してまいります。 

 

【補充原則４－１③ 取締役会の役割・責務（１）】 

当社は、最高経営責任者の後継者計画については策定しておりませんが、重要課題として認識しており

ます。最高経営責任者としてふさわしい必要な能力や経験等をもつ候補者の選出、育成につきましては、
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任意の指名・報酬委員会等にて検討してまいります。 

 

【補充原則４－８③ 特別委員会の設置】 

当社の代表取締役である宮本一成は支配株主に該当しております。当社は、支配株主との取引は行わな

い方針でありますが、例外的に取引を行う場合には、一般の取引条件と同様の適切な条件とし、取引理

由、その必要性、及び取引条件の決定方法の妥当性等について、独立社外取締役が出席する取締役会に

おいて十分に審議した上で意思決定を行うこととし、少数株主の権利を保護するよう努めております。 

 

【原則４－11③ 取締役会の実効性評価結果概要の開示】 

当社の取締役会は、取締役会全体の実効性の分析や評価に関する方針や手続は定めておりませんが、独

立社外取締役をはじめ、各取締役からの活発な意見交換が行われており、実効性が保たれていると考え

ております。今後については、取締役会全体の実効性についての分析・評価を行うことを検討してまい

ります。 

 

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】 

【原則１－４ 政策保有株式】 

当社は、政策保有株式として上場株式を保有しておりません。また保有する計画もありません。 

 

【原則１－７ 関連当事者間の取引】 

当社は、関連当事者間の取引が発生した場合には、その都度、取締役会の承認を得ることにしておりま

す。該当する取締役を特別利害関係人として当該決議の定足数から除外した上で、取締役会において決

議することとしております。また、当社のすべての取締役、監査役に対して、期末時に関連当事者間取

引の有無・状況について確認しており、関連当事者間の取引について監視する体制を構築しております。 

 

【補充原則２－４① 女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保】 

本報告書「I．１．コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由」に記載のとおりであ

ります。 

 

【原則２－６ 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】 

当社の退職年金制度は、確定拠出企業年金のため企業年金の積立金の運用はなく、財政状況への影響も

ありません。 

 

【原則３－１ 開示情報の充実】 

（ⅰ）会社の目指すところ（経営理念等）や経営戦略、事業計画 

当社は、システム開発を通して社会に貢献する企業でありたいと願い、「技術とサービスで社会に貢献

する」ことを経営方針としています。堅固な組織基盤のもと、当社グループの強みである高い技術力と、
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お客様に最適なシステムを提供するサービス力を通して、よりよい社会づくりに貢献してまいります。 

（ⅱ）本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本

方針 

本報告書「I．１．基本的な考え方」に記載のとおりであります。 

（ⅲ）取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 

ａ．基本方針 

取締役（業務執行取締役）の報酬は、持続的な企業価値の向上と健全なコーポレート・ガバナンスの確

立により、成長企業として社会に貢献することを目指し、各職責・成果を踏まえた適正な水準とするこ

とを基本方針とします。職務の執行を適切に促す仕組みとして、株主総会で決定された報酬総額の限度

内で基本報酬と業績連動報酬により構成しております。また、業務執行取締役を除く取締役については、

その職責に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。 

ｂ．基本報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額の決定に関する方針 

当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責に応じて他社水準、当社の業績、従業員

給与の水準を勘案し、指名・報酬委員会の意見も踏まえ決定しております。 

ｃ．業績連動報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額の決定に関する方針 

当社の業績連動報酬は、業務執行取締役を対象としており、前年度の売上高、経常利益、担当部門目標

の達成度や、顧客満足度等の定量・定性評価を行い、指名・報酬委員会の意見も踏まえ決定しておりま

す。 

ｄ．取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項 

取締役の個人別の報酬の内容は、任意の指名・報酬委員会における審議を尊重して、取締役会で決定い

たします。 

（ⅳ）取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 

取締役の選解任と取締役・監査役候補者の指名に際しては、任意の指名・報酬委員会における審議を尊

重して、取締役が候補者を推薦、株主総会の決議により決定する手続きとしています。また、取締役の

職務執行に不正または重大な法令もしくは定款違反等があった場合は、解任することにしております。 

（ⅴ）取締役会が上記（ⅳ）を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、

個々の選解任・指名についての説明 

取締役・監査役候補者の指名理由については、株主総会招集通知にて開示しております。 

 

【補充原則３－１③ サスティナビリティについての取組み等】 

当社は「技術とサービスで社会に貢献する」ことを経営方針としております。企業活動や事業を通じて、

お客様の生産性向上や課題の解決に貢献することで、サステナブルな社会の構築に主体的な役割を果た

すことが重要と考えております。そのために、環境への負荷を低減する取組みを通じて、取引先企業を

はじめ、各ステークホルダーの理解、協力を得ていくこと、また、優れた人材を採用、育成し、心身の

健康を保つことで持続可能な経営を推進し、事業を通じてサステナブルな社会の実現に貢献してまいり

ます。これらの取り組みに関しては、環境保全活動を効果的に推進するため、ISO14001 規格の要求事
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項に準拠した環境マネジメントシステム（EMS）を構築するとともに、定期的にリスク管理・コンプ

ライアンス委員会に報告される監督体制を構築しております。 

 

【補充原則４－１① 取締役会の役割・責務】 

当社の取締役会は、法令や定款で定める事項及び重要な業務執行など、取締役会において意思決定すべ

き事項を取締役会規程に定めております。また、それ以外の業務執行については、会社の業務執行に関

する各職位の責任と権限を明確にし、業務の組織的かつ能率的な運営を図ることを目的として、職務分

掌規程及び決裁権限一覧等を定め、金額や重要性等に応じ委任範囲を明確にしたうえで、経営陣に権限

を委譲しております。 

 

【原則４－９ 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】 

当社の取締役会は、会社法に定める独立社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準に則

り、各々の専門領域における豊富な経験と高い見識により、当社の経営課題について積極的に提言、提

案及び意見を表明することができる人物を候補者に選定し、取締役会の審議を経て、候補者を決定する

こととしております。 

 

【補充原則４－10① 指名・報酬委員会構成の独立性、権限・役割等の開示】 

当社は監査役会設置会社であって、独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておりませんが、委員長

を独立社外取締役とし、また構成員の過半数を独立社外取締役とする任意の指名・報酬委員会を設置し

ております。指名や報酬などの特に重要な事項に関する検討に当たり、ジェンダー等の多様性やスキル

の観点を含め、当委員会での審議、答申を尊重しております。 

 

【補充原則４－11① スキル・マトリックス、取締役のスキル等の組み合わせの開示】 

当社の取締役会は、定款で定める取締役 10 名以内、監査役 5 名以内で構成され、実効性ある議論を行

うのに適正な規模、また、各事業に伴う知識、経験、能力等のバランスを配慮し多様性を確保した人員

で構成することを、基本的な考え方としております。取締役会の構成バランスの可視化による実効性の

さらなる向上を目的に、定時株主総会招集通知に取締役のスキル・マトリックスの開示を行うことも検

討しております。 

 

【補充原則４－11② 取締役及び監査役の兼任状況】 

当社の社外取締役及び社外監査役をはじめ、取締役及び監査役は、その役割・責務を適切に果たすため

に必要となる時間・労力を取締役及び監査役の業務に振り向けるため、兼職については合理的範囲にと

どめております。なお、その兼任の状況は、事業報告及び有価証券報告書に開示しております。 

 

【補充原則４－11③ 取締役会の実効性評価結果概要の開示】 

本報告書「I．１．【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】」に記載のとおりで
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あります。 

 

【補充原則４－14② 取締役・監査役のトレーニング】 

当社は、独立社外取締役を含め取締役就任時には、役員として遵守すべき法的な義務、責任等について

適切な説明を行っております。また、取締役及び監査役が必要な知識を習得し、役割と責任を理解する

機会として、当社の費用負担で適宜、研修等に参加できるようにしております。 

 

【原則５－１ 株主との建設的な対話に関する方針】 

当社は、取締役管理本部長を IR 担当取締役として指定しており、適切な対応が取れるよう組織的体制

を整備しております。株主からの対話（面談）の申込みに対しては、会社の持続的な成長と中長期的な

企業価値の向上に資するよう、合理的な範囲で前向きに対応する方針としており、対話内容等について

は取締役にフィードバックを行います。また、代表取締役による決算説明会を定期的に開催し、当該期

の業績、次期の見通し等について報告・説明を行い、ホームページ上にもその情報を開示するよう努め

ます。なお、株主や投資家との対話にあたっては、当社の内部情報管理規程に従い、インサイダー情報

の漏洩を防止するとともに、フェア・ディスクロージャー・ルールに則り、投資者に対する公平な情報

開示を確保いたします。 

 

２．資本構成 

外国人株式保有比率 10％未満 

  

【大株主の状況】 

氏名又は名称 所有株式数(株) 割合(％) 

株式会社ネッツ 940,000 57.67 

宮本 一成 690,000 42.33 

 

支配株主（親会社を除く）名 株式会社ネッツ 

宮本 一成 

 

親会社名 無 

親会社の上場取引所 － 

 

補足説明 

上記の大株主の状況は、本書提出日現在のものです。上場等に伴う株式の売出し等により、今後変更と

なる予定であります。 
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３．企業属性 

上場予定市場区分 スタンダード市場 

決算期 ３月 

業種 情報・通信業 

直前事業年度末における(連結)従業員数 100 人以上 500 人未満 

直前事業年度における(連結)売上高 100 億円未満 

直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 

 

４．支配株主との取引を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 

当社の代表取締役である宮本一成及び株式会社ネッツが支配株主に該当しております。当社は、支配株

主との取引は行わない方針でありますが、例外的に取引を行う場合には、一般の取引条件と同様の適切

な条件とし、取引理由及びその必要性、取引条件の決定方法の妥当性等について、独立社外取締役が出

席する取締役会において十分に審議した上で意思決定を行うこととし、少数株主の権利を保護するよう

努めております。 

 

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 

該当事項はありません。 

 

 

Ⅱ．経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 

１．機関構成・組織運営等に係る事項 

組織形態 監査役会設置会社 

 

【取締役関係】  

定款上の取締役の員数 10 名 

定款上の取締役の任期 １年 

取締役会の議長 代表取締役 

取締役の人数 ７名 

社外取締役の選任状況 選任している 

社外取締役の人数 ２名 

社外取締役のうち独立役員に指定されている人

数 

２名 
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会社との関係(１) 

氏名 属性 会社との関係(※１) 

a b c d e f g h i j k 

伊藤 恵美 他の会社の出身者            

東道 佳代 弁護士            

 ※１ 会社との関係についての選択項目 

 a.上場会社又はその子会社の業務執行者 

 b.上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 

 c.上場会社の兄弟会社の業務執行者 

 d.上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 

 e.上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 

 f.上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 

 g.上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者） 

 h.上場会社の取引先（d、e 及び f のいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ） 

 i.社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ） 

 j.上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ） 

 k.その他 

 

会社との関係(２) 

氏名 独立 

役員 

適合項目に関する補足説明 選任の理由 

伊藤 恵美 〇 伊藤恵美が代表取締役を務めて

いる株式会社ヒューマンシステ

ムとの間に人的関係、資本的関係

又は取引関係、その他の利害関係

はありません。 

会社経営・組織運営に関す

る豊富な経験を有し、当社

の経営に対する様々な助

言及び意見が期待される

ことから社外取締役とし

て選任いたしました。ま

た、東京証券取引所が定め

る独立性の要件を満たし

ており、一般株主との利益

相反が生じる恐れがない

と判断したことから、独立

役員に指定いたしました。 

東道 佳代 〇 東道佳代がパートナーを務める

光和総合法律事務所との間に人

的関係、資本的関係又は取引関

弁護士としての業務経験

を通じ、企業法務に関する

豊富な知識と経験を有し
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係、その他の利害関係はありませ

ん。 

ており、深い知見に基づく

助言、牽制が期待されるこ

とから社外取締役として

選任いたしました。また、

東京証券取引所が定める

独立性の要件を満たして

おり、一般株主との利益相

反が生じる恐れがないと

判断したことから、独立役

員に指定いたしました。 

 

【任意の委員会】  

指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委

員会の有無 

あり 

 

任意の委員会の設置状況、委員構成及び委員長（議長）の属性 

指名委員会に相当する任意の委員会 

委員会の名称 指名・報酬委員会 

全委員 

(名) 

常勤委員 

(名) 

社内取締役 

(名) 

社外取締役 

(名) 

社内有識者 

(名) 

その他 

(名) 

委員長 

(議長) 

３ ０ １ ２ ０ ０ 社外取締役 

 

報酬委員会に相当する任意の委員会 

委員会の名称 指名・報酬委員会 

全委員 

(名) 

常勤委員 

(名) 

社内取締役 

(名) 

社外取締役 

(名) 

社内有識者 

(名) 

その他 

(名) 

委員長 

(議長) 

３ ０ １ ２ ０ ０ 社外取締役 

 

補足説明 

代表取締役及び取締役の選解任と候補者の指名並びに取締役の報酬等に係る取締役会の機能の独立

性・客観性と説明責任を強化することを目的として、取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬委員

会を設置しております。取締役の報酬の決定に際しては、任意の指名・報酬委員会における審議を経て、

各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とします。なお、委員のうち過半数は社外役員とし、

かつ委員長を社外役員の中から選任することで、客観性、透明性を高めております。 
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【監査役関係】  

監査役会設置の有無 設置している 

定款上の監査役の員数 ５名 

監査役の人数 ４名 

 

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況 

監査役と内部監査部門は必要に応じて随時情報交換を行い、監査役、会計監査人及び内部監査部門は定

期的に情報交換を行うことで、企業経営の適法性及び効率性の維持・向上に努めるとともに、経営の客

観性を維持・確保することができる体制を構築しております。 

 

社外監査役の選任状況 選任している 

社外監査役の人数 ３名 

社外監査役のうち独立役員に指定されている人

数 

３名 

  

会社との関係(１) 

氏名 属性 会社との関係(※１) 

a b c d e f g h i j k l m 

小山 康弘 他の会社の出身者              

佐藤 裕一 公認会計士              

樋口 明巳 弁護士              

 ※１ 会社との関係についての選択項目 

 a.上場会社又はその子会社の業務執行者 

 b.上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 

 c.上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 

 d.上場会社の親会社の監査役 

 e.上場会社の兄弟会社の業務執行者 

 f.上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 

 g.上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 

 h.上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 

 i.上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者） 

 j.上場会社の取引先（f、g 及び h のいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ） 

 k.社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ） 

 l.上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ） 

 m.その他 
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会社との関係(２) 

氏名 独立 

役員 

適合項目に関する補足説明 
選任の理由 

小山 康弘 〇 － 豊富な知見から会社経営

に関する経営の監視や適

切な助言を期待できるこ

とから、社外監査役として

選任しております。また、

東京証券取引所が定める

独立性の要件を満たして

おり、一般株主との利益相

反が生じる恐れがないと

判断したことから、独立役

員に指定いたしました。 

佐藤 裕一 〇 佐藤裕一が代表を務める公認会

計士佐藤裕一事務所との間に人

的関係、資本的関係又は取引関

係、その他の利害関係はありませ

ん。 

公認会計士として長年の

経験と専門知識を有して

おり、当社の経営の監視や

適切な助言を期待できる

ことから、社外監査役とし

て選任しております。ま

た、東京証券取引所が定め

る独立性の要件を満たし

ており、一般株主との利益

相反が生じる恐れがない

と判断したことから、独立

役員に指定いたしました。 

樋口 明巳 〇 樋口明巳が代表を務めるあかつ

き法律事務所との間に人的関係、

資本的関係又は取引関係、その他

の利害関係はありません。 

弁護士としての業務経験

を通じ、企業法務に関する

豊富な知識と経験を有し

ており、当社経営の透明性

確保において、適切な助

言・提言を期待できること

から、社外監査役として選

任しております。また、東

京証券取引所が定める独

立性の要件を満たしてお
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り、一般株主との利益相反

が生じる恐れがないと判

断したことから、独立役員

に指定いたしました。 

 

【独立役員関係】 

独立役員の人数 ５名 

その他独立役員に関する事項 

当社は、独立役員の資格を満たす社外役員を全て独立役員に選任しております。 

 

【インセンティブ関係】 

取締役へのインセンティブ付与に関する施策の

実施状況 

ストックオプション制度の導入 

該当項目に関する補足説明 

業績向上に対する意欲や士気を高め、中長期的な株主価値の向上を目的としてストックオプション制度

を導入しております。 

 

ストックオプションの付与対象者 社内取締役、従業員、子会社の取締役、子会社の従

業員  

該当項目に関する補足説明 

取締役、従業員の業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的としております。 

 

【取締役報酬関係】 

開示状況 個別報酬の開示はしていない 

該当項目に関する補足説明 

有価証券報告書及び事業報告において、役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象

となる役員の員数について記載しております。 

 

報酬額又はその算定方法の決定方針の有無 あり 

報酬額又はその算定方法の決定方針の開示内容 

当社の役員報酬については、株主総会決議により取締役及び監査役それぞれの報酬等の限度額を決定し

ております。各取締役については、役位、職責に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を考

慮した上で、指名・報酬委員会における審議を尊重して、株主総会で決定された総額の範囲内にて、取

締役会において個別報酬を決定することとしております。各監査役の報酬額については、株主総会で決

議された総額の範囲内にて、監査役の協議により決定しております。 
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【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】 

社外取締役及び社外監査役のサポートは、管理本部で行っております。取締役会の資料は事前に配布し、

社外取締役及び社外監査役が十分に検討する時間を確保するとともに、必要に応じて管理部門担当役員

より事前説明を行っております。 

 

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の

概要) 

（１）取締役会 

当社の取締役会は、取締役７名（うち社外取締役２名）で構成され、当社の経営方針等の経営に関

する重要事項及び法令で定められた事項を決定するとともに、業務執行状況の監督を行っておりま

す。取締役会は、原則として月１回定期的に開催するとともに、必要に応じて臨時取締役会を開催

し、経営意思決定の迅速化を図っております。 

（２）監査役会 

当社監査役会は、監査役４名（うち社外監査役３名）で構成され、そのうち２名は常勤監査役であ

ります。監査役会は原則として月１回開催し、監査状況の確認及び協議を行うほか内部監査室や会

計監査人とも連携し、随時監査についての報告を求めております。監査役は、取締役会に出席し、

取締役の意見聴取や資料の閲覧等を通じて業務監査、会計監査を実施しております。また、常勤監

査役においては、取締役会以外の会議にも出席し、取締役の業務執行状況を充分に監査できる体制

となっております。 

会計監査人との関係については、監査役と会計監査人である太陽有限責任監査法人との間で定期的

な会合が開催されており、監査上の問題点や今後の経営課題に関して、意見交換が行われておりま

す。 

（３）会計監査人 

当社は、太陽有限責任監査法人と監査契約を締結し、公正不偏の立場から会計に関する監査を受け

ております。 

（４）指名・報酬委員会 

当社は、取締役の指名、報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・

ガバナンスの充実を図るため、取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬委員会を 2024 年７月

に設置しております。 

（５）内部監査室 

当社は、代表取締役直轄の部署として内部監査室を設置し、内部監査担当者２名を配置しておりま

す。内部監査室は、各部門の業務執行状況を監査し、結果については、代表取締役に報告するとと

もに、改善指示を各部門へ通知し、改善状況のフォローアップに努めております。また、会計監査

人の監査報告会に、内部監査室長が同席することで情報の共有を図っております。 

（６）リスク管理・コンプライアンス委員会 

当社は、リスク管理・コンプライアンス委員会を設置し、事業活動全般にかかる重要なリスクや法
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令等遵守の状況について、経営レベルで継続的に監視し、取締役会に報告しております。 

 同委員会は、社外取締役及び社外監査役を主たる委員とするほか、必要に応じて顧問弁護士等外

部専門家からの意見を参考に審議を行っております。 

 

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由 

当社は、監査役会制度を採用しており、会社法に基づく機関として、株主総会、取締役会、監査役会、

会計監査人を設置しております。取締役会は、経営方針等の経営に関する重要事項及び法令又は定款で

定められた事項を決定するとともに、取締役間の相互牽制による業務執行状況の監督を行っておりま

す。監査役会は、株主から負託を受けた独立の機関として取締役の職務執行を監査することにより、企

業の健全で持続的な成長を確保し、社会的信頼に応えるガバナンス体制を確立する責務を担っておりま

す。監査役は取締役会に定期的に出席するほか、当社の取締役等からその職務の執行状況を聴取し、重

要な決裁書類等を閲覧し、必要に応じて報告を求めております。また、会計監査人、内部監査室などと

緊密に連携することで、企業経営の適法性及び効率性の維持・向上に努めております。従いまして、経

営の客観性を維持・確保することができる体制であると考えております。 

 

 

Ⅲ．株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況 

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み 

 補足説明 

株主総会招集通知

の早期発送 

株主の皆様が議案検討時間を十分に確保していただけるよう、株主総会招集通知

の早期発送に努めてまいります。 

集中日を回避した

株主総会の設定 

より多くの株主の皆様にご参加頂けるよう、開催日の設定に関しては集中日を避

けるよう留意して取り組んでおります。 

電磁的方法による

議決権の行使 

今後検討していく予定であります。 

議決権電子行使プ

ラットフォームへ

の参加その他機関

投資家の議決権行

使環境向上に向け

た取組み 

今後検討していく予定であります。 

招集通知(要約)の英

文での提供 

現在具体的な検討は行っておりませんが、今後必要性を勘案して検討していく予

定であります。 
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２．IR に関する活動状況 

 
補足説明 

代表者自身による

説明の有無 

ディスクロージャ

ー ポ リ シ ー の 作

成・公表 

現在、具体的な検討は行っておりませんが、今後、コーポレ

ートサイトの IR ページ等で公表することを検討していく予

定です。 

 

個人投資家向けに

定期的説明会を開

催 

個人投資家に向けた決算説明は定期的に決算説明資料とあ

わせて提供していくことを検討しております。 

あり 

アナリスト・機関投

資家向けに定期的

説明会を実施 

アナリスト・機関投資家に向けた決算説明は定期的に決算説

明資料とあわせて提供していくことを検討しております。 

あり 

海外投資家向けに

定期的説明会を開

催 

株主構成等を勘案し、検討してまいります。 あり 

IR 資料をホームペ

ージ掲載 

当社ホームページにて IR サイトを開設し、決算情報（決算

短信・四半期決算短信）及び決算情報以外の適時開示資料、

有価証券報告書、四半期報告書を掲載していく予定です。 

 

IR に関する部署(担

当者)の設置 

IR に関する業務は管理本部が担当しております。 
 

 

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況 

 補足説明 

社内規程等により

ステークホルダー

の立場の尊重につ

いて規定 

当社は、株主、取引先等ステークホルダーの信頼を得ることが、事業成長のため

に最も重要な事項と考えております。当社では、コンプライアンス規程を制定し、

役職員に周知するとともに、日常の業務遂行において法令遵守を徹底しておりま

す。 

環境保全活動、CSR

活動等の実施 

当社は「技術とサービスで社会に貢献する」ことを経営方針としております。企

業活動や事業を通じて、お客様の生産性向上や課題の解決に貢献することで、サ

ステナブルな社会の構築に主体的な役割を果たすことが重要と考えております。

そのために、環境への負荷を低減する取組みを通じて、取引先企業をはじめ、各

ステークホルダーの理解、協力を得ていくこと、また、優れた人材を採用、育成

し、心身の健康を保つことで持続可能な経営を推進し、事業を通じてサステナブ

ルな社会の実現に貢献してまいります。 

ステークホルダー

に対する情報提供

当社は、四半期決算及び年度決算終了後の決算説明会を定期的に開催することを

計画しております。さらに、当社のホームページ内に IR 専用サイトを開設し、
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に係る方針等の策

定 

当社の情報を速やかに発信できる体制を構築し、株主や投資家をはじめとする全

てのステークホルダーの皆さまに対して積極的なディスクロージャーを実施し

てまいります。 

 

 

Ⅳ．内部統制システム等に関する事項 

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況 

 当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、取締役会において「内部統制システム構築の基本方針」

を定め、業務の適正を確保するための体制作りと管理体制のより一層の整備を図ることとしておりま

す。当該基本方針で定めた体制及び事項は以下のとおりであります。 

（１）取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

① 当社及び子会社は、社会の期待と要請に応え、信頼される企業であり続けるために、コンプラ

イアンス基本方針及び企業倫理コードを定め、倫理及び法令遵守の基本姿勢を徹底する。 

② コンプライアンス管理体制の維持向上を図るため、コンプライアンス規程を制定し、定期的な

教育研修の実施・啓蒙活動の推進により、すべての取締役及び社員等に周知徹底を図る。 

③ 内部通報の窓口を設け、不正行為の早期発見と是正を図る。 

④ 内部監査を定期的に実施し、法令及び定款の遵守体制の有効性を検証し、不備是正及び改善を

図る。 

⑤ 当社及び子会社は反社会的勢力に対し、警察等関連機関と連携し、一切の関係を遮断するよう

毅然とした姿勢で臨む。 

（２）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

① 株主総会議事録、取締役会議事録、稟議書、各種契約書、その他職務の執行に係る重要情報を、

法令、定款及び文書保存管理規程等諸規程に従い、適切に保存、管理（廃棄を含む）する。 

② 取締役及び監査役はこれらを閲覧することができる。 

（３）損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

① リスク管理規程を定め、リスク管理委員会を中心に管理体制の整備、推進を図る。 

② 当社及び子会社の事業活動全般にかかるすべてのリスクを網羅的に把握、評価し、優先すべき

重要なリスクについて適正な対応がなされているか、経営レベルで継続的に確認し、管理する

とともに、有事の際は迅速かつ的確な対応を図る。 

（４）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

① 定時取締役会を月一回、臨時取締役会を必要に応じて開催し、経営上の重要な意思決定を機動

的に行い、経営課題の早期解決を図る。 

② 迅速かつ的確な経営判断を補完する機関として、幹部会議を月一回開催し、経営課題の検討及

び報告を行う。 

③ 業務執行については職務分掌規程、決裁基準を定め、責任と権限を明確にする。 

（５）当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 



コーポレートガバナンス 
CORPORATE GOVERNANCE 

 

16 

① 当社は関係会社管理規程に基づき、子会社から定期的及び適時に必要な報告を受け、経営実態

を把握し、子会社の機関設計、規程体系、事業計画等に対し、必要な助言・指導を行う。 

② 企業集団全体での経営推進を図るため、当社による子会社の内部監査を定期的に実施する。 

（６）監査役がその職務を補助すべき社員等を置くことを求めた場合における当該社員等に関する事項 

① 監査役は監査役の職務を補助すべき社員等の配置を求めることができる。 

② 監査役の職務を補助すべき社員等の任命・異動については、監査役会の事前の同意を必要とす

る。 

③ 監査役の職務を補助すべき社員等は、監査役会の職務を補助するものとし、当該職務に必要な

調査を行う権限を有するものとする。また、監査役会より指示を受けた場合は、当該指示され

た業務を他の業務に優先して遂行するとともに、当該指示された業務に関して、取締役の指揮・

命令を受けない。 

（７）取締役及び社員等が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制 

① 取締役及び社員等は、監査役に対して、速やかに、法定の報告を行うとともに、監査役からの

要請に応じて必要な報告及び情報提供を行うものとする。 

② 取締役及び社員等は、当該報告を監査役に行ったことによって、不利益な取り扱いを受けない

ものとする。 

（８）その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

① 監査役は、代表取締役と定期的に会合を持ち、重要事項について意見交換を行う。 

② 監査役は必要に応じて、社内の重要な会議に出席することができるものとする。 

③ 監査役は原則として月一回、全監査役による監査役会を開催し、監査所見、監査上の重要課題

等について意見交換する。 

④ 監査役は会計監査人、内部監査室と密接な連携を図り、定期的に情報共有・意見交換を行うと

ともに、必要に応じて報告を求めることができるものとする。 

⑤ 監査役の職務執行のために必要な費用又は債務については、当社が負担する。 

 

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況 

 当社は、反社会的勢力・団体に対し毅然とした態度で対応し、関係を根絶するため、「反社会的勢力

排除に向けた基本方針」を定め、役職員一同これを遵守することにより業務の適切性と安全性の確保に

努めております。また、「反社会的勢力への対応に関する規程」「反社調査マニュアル」を定め、具体的

な対応方法について、役職員に対して周知徹底しております。万一問題が発生した場合においても、必

要に応じて顧問弁護士や警察等の専門家に相談し、適切な処置をとることとしております。 
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Ⅴ．その他 

１．買収への対応方針の導入の有無 

買収への対応方針の導入の有無 なし 

該当項目に関する補足説明 

現在のところ、買収防衛策の導入予定はありません。 

 

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項 

（１）適時開示体制の整備に向けた取組み 

 当社は、適時開示を含めた情報開示については、ステークホルダーに対して説明責任を果たすこ

とが必要との認識のもと、これを確保するために、常に投資家の視点に立った迅速、正確かつ公平

な会社情報の開示を徹底していくことを基本方針としていきます。 

 当社は未だ非上場会社でありますが、管理本部が情報開示担当部署となり株式上場準備業務開始

直後から適時開示についてトライアルを行っております。また、株式上場承認が得られた後も、管

理本部が情報開示担当部署となり、積極開示を行っていきます。また、必要に応じて役職員に対し

て、適時開示に関する教育とインサイダー情報に関する講習等を行い、適時開示の趣旨及び適時開

示の対象となる重要事実について周知徹底を図っていきます。 

（２）適時開示担当組織の状況 

 当社は、現在非上場会社であるため適時開示は行っておりませんが、株式の上場が承認された後

は、以下の体制で適時開示を行っていく予定であります。 

担当部署：管理本部 

担当人員：取締役管理本部長他５名。必要に応じて管理本部、その他部署の部員が支援いたします。 

上場後の情報取扱責任者：取締役管理本部長 

（３）適時開示手続き 

① 決定事実に関する情報 

 管理本部は取締役会、幹部会議等の重要会議の付議事項をあらかじめ入手するとともに当該会議

終了後遅滞なく議事録を入手して、適時開示の対象となる重要事実の有無を検討し、該当があれば

直ちに開示資料を作成し取締役会の了承を得て開示します。 

② 発生事実に関する情報 

 該当事実が発生した場合、関連部署から管理本部へ情報を報告することとしております。管理本

部は適時開示の対象となる重要事実の有無を検討し、該当があれば直ちに開示資料を作成し、代表

取締役の了承を得て速やかに公表できる体制を整えております。 

③ 決算に関する情報 

 管理本部は決算開示資料（決算短信、四半期決算短信）を作成し、決算日後 45 日以内に公表で

きる体制を構築しております。 

④ 企業集団に係る適時開示手続 

 当社は子会社１社を有しておりますが、緊密に情報交換ができる状態であります。子会社からは、
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月次決算書の提出を翌月 10 日までに受けております。また適時開示の対象となる可能性がある事

実については子会社代表取締役が当社役員を兼務していることもあり、直接管理本部に報告され、

これら事実に基づき管理本部は適時開示の対象となる重要事実の有無を検討し、該当があれば直ち

に開示資料を作成し、必要に応じて取締役会の了承を得て、速やかに公表できる体制を整えており

ます。 

 

【模式図(参考資料)】 

 

 

【適時開示体制の概要（模式図）】 

 

 

以上 


